
1/2 

令和５年度国民健康保険事業費納付金等の算定結果について

１．国保制度改革 

国民健康保険（以下「国保」という。）は、加入者の年齢が、被用者保険より高く、必然

的に医療費が多くかかります。 

また、年金生活者や非正規雇用の方などの割合が高く、所得に対する保険料負担が重い

と言われています。 

こうした国保の構造的な課題の解決を図るため、3,400 億円の財政支援の拡充が行われ

るとともに、平成 30 年度から国保運営の在り方が見直されました。 

２．国保財政の仕組み  別紙１参照 

これまで、市町村ごとに国保は運営されてきましたが、平成 30年４月からは、県も国保

運営に加わりました。 

県は、県民の方から直接、保険料を集めるのではなく、市町村を通じて、国民健康保険

事業費納付金（以下「納付金」という。）を集めます。 

県から市町村へは、保険給付費に要する費用を、集めた納付金に国費などの公費等を加

え交付金として支払います。 

納付金は、保険給付費を賄う「医療分」に加え、75 歳以上の高齢者が加入する後期高齢

者医療制度への拠出金である「後期高齢者支援金分」、40歳以上 65 歳未満が納める介護保

険料である「介護納付金分」の区分ごとに算定する必要があります。 

納付金は、市町村ごとの医療費水準、所得水準、被保険者数、世帯数などに応じて、県が

各市町村に割り振ります。 

〔参考〕財政のしくみ（保険給付費の場合）

【改革前】 【改革後】
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資料（１） 
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３．納付金算定の前提条件  別紙２参照 

令和５年度の保険給付費は、令和３年度の実績と過去５年間の伸び率（平成 28 年度から

令和３年度までの伸び率）を単年度化したもの、並びに推計被保険者数をもとに計算した

額を各市町村の医療費の状況等に応じて補正し、約 484 億円と見込みました。 

後期高齢者支援金及び介護納付金は、国から示された算定式及び係数、並びに推計被保

険者数をもとに、それぞれ約 80 億円、約 23 億円と見込みました。 

被保険者数については、コーホート要因法（※）のうち単年度の移動率を用いて推計を

行いました。 

（※コーホート要因法） 

「自然増減」（出生・死亡）及び「純移動」（資格取得・喪失）という二つの「変動要因」

の将来値を仮定しそれに基づいて被保険者数の推計を行う方法です。 

国保におけるコーホート要因法では、前年における１歳下の「被保険者数」に「移動率」

を乗じることにより推計しています。 

４．算定結果   

（１）納付金  別紙３参照 

令和５年度に県が市町村から納付してもらう納付金総額は、医療分、後期高齢者支援金

分、介護納付金分をあわせて約 154 億円（対前年度比で約 7.5 億円、約 4.7%の減少）とな

っています。 

内訳は、医療分が約 105 億円（対前年度比で約 10 億円、約 8.9%の減少）、後期高齢者支

援金分が約 38 億円（対前年度比で約 2 億円、約 5.4%の増加）、介護納付金分が約 11 億円

（対前年度比で約 0.8億円、約 7.4%の増加）となっています。 

令和４年度から団塊の世代の方々が国保から後期高齢者医療制度に移行し始めており、

令和５年度も引き続き被保険者数が大きく減少することから、納付金総額は減少となって

います。 

（２）一人当たり保険料収納必要額  別紙４参照 

納付金の額に、健康診断などの保健事業に要する費用や市町村ごとに算定される国や県

からの公費など、市町村の個別事情を加減算すると、市町村ごとの保険料収納必要額が算

出されます。 

この保険料収納必要額を被保険者数で除したものが、一人当たりの保険料収納必要額（各

市町村が集める保険料総額の１人分に相当する）となります。 

令和５年度の算定では、県平均では 945 円、約 0.9％の増加となっています。これは、納

付金総額は減少しているものの、被保険者数が大きく減少すること、全国的な後期高齢者

の増加等に伴い、国の係数に基づき算出される後期高齢者支援金、介護納付金が著しく増

加したことによるものです。 

５．今後の対応（市町村）  別紙５参照 

今後、各市町村では、県が今回示した納付金額をもとに令和５年度における自らの市町

村の保険料率を検討されることになります。 

その際には、被保険者の負担増への配慮や、国保の財政調整基金などの活用も総合的に

勘案しながら、検討が進められることになります。 

検討の参考のため別紙５のとおり、納付金額を踏まえ、都道府県統一の算定基準により

市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す「市町村標準保険料率」及び県内全ての市町

村の保険料率の標準的な水準を表す数値である 「都道府県標準保険料率」を算定し、示し

ています。 



１．納付金の割り振り（令和5年度ベース）
(1) 医療分  484億円 (2) 後期高齢者支援金分  80億円 (3) 介護納付金分  23億円

２．保険料収納必要額　（Ａ市の場合）

【支出】

【収入】

国補助金等

12億円
納付金

11億円うち前期高齢者交付金等
270億円

うち国補助金等
109億円

納付金等算定イメージ

７５歳以上を対象とした後期高齢者医療制度に対す
る拠出金

４０歳以上６５歳未満が納める介護保険料

Ａ市に直接交付される
国・県補助金等 13億円
（保険者努力支援制度　等）

Ａ市の納付金
48億円

（医療分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分）

保険料軽減
7億円

保険料で集める
保健事業分等
3億円

納付金
105億円

公費等 379億円
国補助金等

42億円
納付金

38億円

保険給付費（保険者から医療機関に支払）

保険料収納必要額

38億円

市町村ごとに制度や取組が異なるた

め納付金には含めないが、標準保険

料の算定ベースには含めるもの

・保健事業

・直診勘定繰出金

・その他諸費 等

資料（１）別紙１

「納付金」として、県が
各市町村に割り当て・徴収

A市 35億円 B市 11億円 C市 32億円 ・・・

「納付金」として、県が
各市町村に割り当て・徴収

A市 10億円 B市 3億円 C市 9億円 ・・・

「納付金」として、県が
各市町村に割り当て・徴収

A市 3億円 B市 1億円 C市 3億円 ・・・



対前年度
伸び率

対前年度
伸び率

対前年度
伸び率

対前年度
伸び率

対前年度
伸び率

① ② ①×② ③ ③/①
円 ％ 人 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 ％

平成26年度 409,483 － 143,161 － 58,622 － 49,254 － 344,043 －

平成27年度 431,531 5.4 141,829 ▲ 0.9 61,204 4.4 51,854 5.3 365,610 6.3

平成28年度 433,266 0.4 139,386 ▲ 1.7 60,391 ▲ 1.3 51,268 ▲ 1.1 367,813 0.6

平成29年度 445,069 2.7 135,553 ▲ 2.7 60,330 ▲ 0.1 51,206 ▲ 0.1 377,754 2.7

平成30年度 454,806 2.2 132,433 ▲ 2.3 60,231 ▲ 0.2 51,319 0.2 387,510 2.6

令和元年度 469,651 3.3 129,053 ▲ 2.6 60,610 0.6 51,846 1.0 401,739 3.7

令和２年度 467,950 ▲ 0.4 126,651 ▲ 1.9 59,266 ▲ 2.2 50,927 ▲ 1.8 402,103 0.1

令和３年度 486,856 4.0 125,169 ▲ 1.2 60,939 2.8 52,389 2.9 418,545 4.1

令和４年度 495,003 1.7 119,212 ▲ 4.8 59,010 ▲ 3.2 50,501 ▲ 3.6 423,620 1.2

令和５年度 500,656 1.1 112,890 ▲ 5.3 56,519 ▲ 4.2 48,448 ▲ 4.1 429,160 1.3

（注１）退職被保険者等分を含まない。

（注２）診療費は、療養の給付費等（入院、入院外、歯科、調剤、食事療養・生活療養及び訪問看護）を計上し、療養費及び移送費は含まない。

（注３）保険給付費は、療養の療養費等、療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の合算額から、自己負担額及び他法優先公費を除いた額。

（注４）一般被保険者数は、３月～２月の年度平均、診療費総額及び保険給付費は、３月～２月診療ベースである。

医療費等の動向と令和５年度推計

納付金
算定時の
推計値

１人当たり
診療費

診療費総額 保険給付費
１人当たり
保険給付費

実績額
（事業年報）

一般被保険者数
年度平均

125,169

119,212

112,890

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

（人） 被保険者数

60,939

59,010

56,519

52,389

50,501

48,448

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

（百万円） 診療費総額・保険給付費

486,856
495,003

500,656

418,545
423,620

429,160

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

（円） １人当たり診療費・保険給付費

資料（１）別紙２

診療費

診療費

保険給付費

保険給付費



国保法第75条の7の規定に基づき、市町村が県に納付すべき金額

（単位:円）

令和4年度
納付金合計

令和5年度
納付金合計

A B 医療分
後期高齢者
支援金分

介護納付金分

松 江 市 4,546,655,162 4,385,311,404 2,958,869,442 1,092,345,456 334,096,506 ▲ 3.5%

浜 田 市 1,254,519,303 1,141,328,898 798,034,218 268,711,697 74,582,983 ▲ 9.0%

出 雲 市 4,095,303,332 3,930,378,720 2,652,248,664 976,420,839 301,709,217 ▲ 4.0%

益 田 市 1,116,958,823 1,062,609,391 715,110,041 272,490,924 75,008,426 ▲ 4.9%

大 田 市 873,425,933 827,917,205 572,417,855 197,629,578 57,869,772 ▲ 5.2%

安 来 市 902,497,548 843,175,987 573,382,013 207,660,477 62,133,497 ▲ 6.6%

江 津 市 592,919,227 600,888,285 433,207,623 132,036,289 35,644,373 1.3%

雲 南 市 899,259,087 842,260,278 579,087,885 206,534,415 56,637,978 ▲ 6.3%

奥 出 雲 町 304,342,305 285,593,288 191,083,695 73,454,457 21,055,136 ▲ 6.2%

飯 南 町 118,543,521 110,569,636 76,826,187 26,717,400 7,026,049 ▲ 6.7%

川 本 町 89,034,842 83,759,596 61,176,913 18,188,633 4,394,050 ▲ 5.9%

美 郷 町 112,807,988 102,998,422 72,783,265 24,638,068 5,577,089 ▲ 8.7%

邑 南 町 283,205,580 260,283,207 173,861,471 68,499,505 17,922,231 ▲ 8.1%

津 和 野 町 199,000,907 182,619,607 127,591,640 43,847,092 11,180,875 ▲ 8.2%

吉 賀 町 139,257,534 136,523,233 92,955,384 34,299,822 9,268,027 ▲ 2.0%

海 士 町 75,281,524 71,358,293 46,530,068 19,675,001 5,153,224 ▲ 5.2%

西 ノ 島 町 100,813,410 91,271,837 61,453,971 24,533,564 5,284,302 ▲ 9.5%

知 夫 村 26,716,560 27,291,232 17,352,149 7,772,857 2,166,226 2.2%

隠岐の島町 398,032,204 387,911,323 258,782,247 101,729,387 27,399,689 ▲ 2.5%

県 計 16,128,574,790 15,374,049,842 10,462,754,731 3,797,185,461 1,114,109,650 ▲ 4.7%

増減率
B/A-1

令和５年度　国民健康保険事業費納付金 資料（１）別紙３



（単位：円）

A (人) B (人) B-A B/A-1

松 江 市 114,022 32,752 115,586 31,226 1,564 1.4%

浜 田 市 101,109 9,212 100,598 8,429 ▲ 511 ▲0.5%

出 雲 市 116,913 29,411 117,709 28,053 796 0.7%

益 田 市 96,282 8,913 97,641 8,402 1,359 1.4%

大 田 市 104,651 6,599 103,579 6,333 ▲ 1,072 ▲1.0%

安 来 市 109,790 6,847 108,680 6,444 ▲ 1,110 ▲1.0%

江 津 市 100,732 4,272 102,155 4,239 1,423 1.4%

雲 南 市 104,355 6,773 108,310 6,279 3,955 3.8%

奥 出 雲 町 115,313 2,373 111,484 2,232 ▲ 3,829 ▲3.3%

飯 南 町 93,263 907 97,511 875 4,248 4.6%

川 本 町 91,391 621 96,136 582 4,745 5.2%

美 郷 町 92,735 880 92,060 814 ▲ 675 ▲0.7%

邑 南 町 93,316 2,320 90,665 2,128 ▲ 2,651 ▲2.8%

津 和 野 町 94,920 1,601 96,154 1,426 1,234 1.3%

吉 賀 町 89,818 1,185 93,898 1,133 4,080 4.5%

海 士 町 112,724 530 106,943 530 ▲ 5,781 ▲5.1%

西 ノ 島 町 106,959 722 103,624 670 ▲ 3,335 ▲3.1%

知 夫 村 112,253 187 116,457 182 4,204 3.7%

隠岐の島町 98,490 3,107 102,311 2,913 3,821 3.9%

県 平 均 108,860 119,212 109,805 112,890 945 0.9%

増減額 増減比

令和５年度　一人当たり保険料収納必要額

一人当たり保険料収納必要額とは、各市町村が集める医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分
に係る保険料総額を被保険者数で除したものを合算したものであり、この額が実際に賦課される保険
料ではない。

※　本表の金額は、低所得者に対する保険料軽減措置を適用する前の額である。また、収納率による
調整は行っていない。

令和５年度

一人当たり
保険料必要額

推計
被保険者数

令和４年度

一人当たり
保険料必要額

推計
被保険者数

資料（１）別紙４



　国保法第８２条の３の規定に基づき、県が市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値を算定し、公表するもの。

１．都道府県標準保険料率（県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値）

応能割率 応益割額 応能割率 応益割額 応能割率 応益割額

島 根 県 6.26% 38,507円 2.88% 17,163円 2.51% 17,990円

２．市町村標準保険料率（県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値）

応能割率 応益割額 応能割率 応益割額 応能割率 応益割額

（所得割率） （均等割額） （平等割額） （所得割率） （均等割額） （平等割額） （所得割率） （均等割額） （平等割額）

松 江 市 6.39% 45,242円 27,603円 17,639円 2.90% 19,940円 12,166円 7,774円 2.50% 19,016円 12,702円 6,314円

浜 田 市 5.96% 42,190円 25,741円 16,449円 2.82% 19,342円 11,801円 7,541円 2.45% 18,607円 12,429円 6,178円

出 雲 市 6.55% 46,345円 28,276円 18,069円 2.88% 19,791円 12,075円 7,716円 2.51% 19,101円 12,759円 6,342円

益 田 市 5.59% 39,550円 24,130円 15,420円 2.83% 19,454円 11,869円 7,585円 2.44% 18,530円 12,377円 6,153円

大 田 市 6.41% 45,376円 27,685円 17,691円 2.86% 19,631円 11,977円 7,654円 2.45% 18,652円 12,459円 6,193円

安 来 市 6.50% 45,996円 28,063円 17,933円 2.89% 19,857円 12,115円 7,742円 2.48% 18,874円 12,607円 6,267円

江 津 市 6.24% 44,159円 26,942円 17,217円 2.86% 19,657円 11,993円 7,664円 2.42% 18,417円 12,302円 6,115円

雲 南 市 6.21% 43,939円 26,808円 17,131円 2.86% 19,621円 11,971円 7,650円 2.48% 18,843円 12,586円 6,257円

奥 出 雲 町 6.48% 45,848円 27,973円 17,875円 2.81% 19,264円 11,753円 7,511円 2.45% 18,602円 12,425円 6,177円

飯 南 町 6.14% 43,495円 26,537円 16,958円 2.81% 19,291円 11,770円 7,521円 2.42% 18,358円 12,262円 6,096円

川 本 町 5.77% 40,845円 24,920円 15,925円 2.79% 19,170円 11,696円 7,474円 2.38% 18,110円 12,097円 6,013円

美 郷 町 5.75% 40,712円 24,839円 15,873円 2.78% 19,111円 11,660円 7,451円 2.43% 18,433円 12,313円 6,120円

邑 南 町 4.93% 34,916円 21,303円 13,613円 2.84% 19,496円 11,895円 7,601円 2.45% 18,637円 12,449円 6,188円

津 和 野 町 5.90% 41,764円 25,481円 16,283円 2.74% 18,795円 11,467円 7,328円 2.33% 17,736円 11,847円 5,889円

吉 賀 町 5.83% 41,257円 25,172円 16,085円 2.80% 19,224円 11,729円 7,495円 2.41% 18,318円 12,236円 6,082円

海 士 町 5.04% 35,677円 21,767円 13,910円 2.84% 19,465円 11,876円 7,589円 2.41% 18,304円 12,226円 6,078円

西 ノ 島 町 5.02% 35,565円 21,699円 13,866円 2.81% 19,267円 11,755円 7,512円 2.42% 18,370円 12,270円 6,100円

知 夫 村 4.33% 30,638円 18,693円 11,945円 3.01% 20,661円 12,606円 8,055円 2.39% 18,136円 12,114円 6,022円

隠岐の島町 5.29% 37,444円 22,845円 14,599円 2.77% 18,987円 11,584円 7,403円 2.40% 18,213円 12,166円 6,047円

【留意事項】

・ このことから、当該標準保険料率により市町村がそのまま保険料の賦課を行った場合、必要な保険料総額を確保できないケー
スも想定されるため、実際に必要な保険料総額が確保できるよう、市町村は実状に応じた方法で保険料率を算定する必要があ
る。

市 町 村 名

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

・ 当該標準保険料率の算定に用いる市町村ごとの所得総額は、過去３年間の一人当たり平均所得と被保険者数の推移を踏まえ
た推計値となっており、実際に市町村が被保険者に賦課する所得総額とは異なる。

令和５年度都道府県標準保険料率及び市町村標準保険料率

都道府県名
医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

資料（１）別紙５


